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古 産業大学 学則 

 

第 章 総 則 

目的  

第 条 学 古 産業大学 称 教育 法及び学校教育法 誠実   

創造性 富 専門的能力を身 産業社会 活躍 人材を育成 

を目的  

 

自己評価等  

第 条  学 教育研究水準 向 を図 学 目的及び社会的使命を達成  

教育研究活動等 状況 い 自己 検及び評価を行う  

   前項 検及び評価を行う あ 項目 設定 実施体制 い 別     

定  

 

第 章 学部及び学科 容定員 大学院 

学部及び学科  

第 条 学 学部及び学科を置く  

   環境情報ビ ネ 学部 環境情報ビ ネ 学科  

第 3 条  前条 学部及び学科 教育研究 目的 各号 掲

  

ビ ネ 礎知識を修得 環境 情報 ビ ネ 関 専門知識を

活 産業 経済 発展 寄 人材を育成  

 広範多岐 わ 産業社会 変化 即応 コ ュ ケ ョン能力

を い 異文化 理解を深 国 的視 活躍 人材を育成  

進展 高 情報社会 あ 情報処理 管理を駆使 問 解決能

力を備え 人材を育成  

 

容定員  

第 条 容定員   

学 部 学 科 入 学 定 員 容定員 

 

環境情報ビ ネ

学部 

 

 

環境情報ビ ネ

学科 

 

人 

春学期 180 人  

秋学期 10 人  

 編入学 人  

 

人 

 

合 計 

 

人 

 編入学 人  

 

 

人 
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 (大学院) 

第 条 学 大学院を置く  

 大学院 学則 別 定  

 

第 章 務局 図書館 教育研究 ンタ 及び情報 ンタ  

務局  

第 6 条 学 務局を置く 

 務局 関 項 別 定  

 

図書館 教育研究 ンタ 及び情報 ンタ  

第 条 学 図書館 教育研究 ンタ 及び情報 ンタ を置く  

  図書館 教育研究 ンタ 及び情報 ンタ 関 項 別 定   

 

第 章 教職員組織 

教職員  

第 条 学 教職員を置く  

  学長 教授 准教授 講師 助教 助手 務職員 術職員 他 職員 

 前項 定 ほ 副学長を置く  

 前 項 定 教員 任用等 関 別 定  

 

学部長  

第 条 学部 学部長を置 当該学部 教授を 充  

 

館長及び ンタ 長  

第 条 図書館 図書館長を置く  

 教育研究 ンタ 及び情報 ンタ ンタ 長を置く  

 

第 章 大学評議会及び教授会 

大学評議会  

第 条 学 大学評議会を置く  

  大学評議会 掲 評議員を 組織  

学長 

副学長 

学部長 

学部選出 く教授  

第 条 規定 置 古 産業大学大学院 大学院 いう  

    研究科長 

 務局長 
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 他学長 必要 応 認 者                  

 評議員 学長 申 出 い 学校法人菊武学園理 長 任命  

 第 項(4) 評議員 任期 補 選任さ

評議員 任期 前任者 残任期間  

 大学評議会 掲 項を審議 議決  

学則及び 要 学 規程 制定及び改廃 関  

学部 学科 大学院 研究科 他 要 施設 設置及び廃 関  

人 関  

学生 厚生補導及び賞罰 関  

容定員 関  

学部 大学院 他 機関 連絡調整 関  

大学全般 運営 関 要 項 関  

大学予算概算 方針及び原案 関  

他学長 問 項 関  

 

教授会  

第 条 学 学部 教授会を置く  

  教授会 学長 び学部所属 教授を 組織  

  教授会 准教授 常勤 講師及び助教を加え  

 教授会 学部 項を審議 学長 意見を述  

 教育課程及び履修方法 関  

 学生 入学 留学 休学 復学 退学 転学及び除籍 関  

学生 試験及び卒業 関  

学生 厚生補導及び賞罰 関  

教員 人 及び非常勤講師委嘱 関  

6 他学部 教学 関  

 

委任  

第 条 大学評議会及び教授会 関 必要 項 学長 定  

 

第 章 学 学期 休業日 修業 限及び在学期間 

学  

第 条 学 4 1 日 始 翌 3 31 日 終わ  

 

学期  

第 条 学 を分 学期  

 春学期 日 日  

  秋学期 日 翌 日  
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休業日  

第 条 掲 日 授業を行わ い日 休業日 いう  

学長 必要 あ 認 休業日 授業を行う

 

日曜日 

国民 祝日 関 法 昭和 法 第 号 規定 休日 

学園 創立 念日 日 

春季休業 日 日  

夏季休業 日 日  

冬季休業 日 翌 日  

 学長 必要 あ 認 前項各号 掲 休業日 外 日 臨時

授業を行わ い  

 

修業 限  

第 条  学部 修業 限  

 

在学期間  

第 条 在学期間 を超え い  

 

第 章 入学 留学 休学 復学 転学 退学及び除籍 編入学等 

入学時期  

第 条  入学 期日 学 始 学長 必要 認  

学期 始 入学さ  

 

入学資格  

第 条  学 入学 者 各号 一 該当 者      

   高等学校又 中等教育学校を卒業 者 

通常 課程 課程を修了 者 

外国 い 学校教育 課程を修了 者又 準      

   者 文部科学大臣 指定 者 

文部科学大臣 高等学校 課程 等 課程を 認定 在 

外教育施設 当該課程を修了 者 

文部科学大臣 指定 者 

専修学校 高等課程 修業 限 あ 他 文部科学大臣

定 準を満 限 文部科学大臣 別 指定 を

文部科学大臣 定 日 修了 者 

高等学校卒業程 認定試験規則 成十七 文部科学省 第一号 高
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等学校卒業程 認定試験 合格 者 附則第 条 規定 廃 前

大学入学資格検定規程 昭和 十 文部省 第十 号 大学入学

資格検定 合格 者を含  

相当 達 高等学校を卒業 者 等 学力 あ 学

い 認 者 

 前項第( )号 規定 認定 関 必要 項 学長 定  

 

入学願  

第 条 学 入学 う 者 指定 期日 入学願書 入学検定料及び 

別 指定 書類を添え 学長 提出 他必要 学所定 手続を終え

い  

 

入学者 選考  

第 条  前条 入学志願者 い 別 定 選考を行う  

 

入学手続及び入学許可  

第 条  前条 選考 結果 合格 通知をう 者 所定 期日 指

定 書類を提出 所定 入学料及び 他 費用を納入

い  

 学長 前項 入学手続 を完了 者 入学を許可  

 

入学許可 消  

第 条 学長 当 理由 く 前条 規定 手続を い者 対

入学 許可を 消  

 

留学  

第 条 学長 教育 益 認 外国 大学又 短期大学 協議  

学生 当該外国 大学又 短期大学 授業科目 履修を 留学

を認  

 学生 前項 規定 外国 大学又 短期大学 留学 う

留学願を学長 提出 許可を い  

 前 項 規定 留学 期間 在学期間 算入  

 修得 単位 い 第 条第 項 規定を準用  

 

休学  

第 条 学生 疾病 他 理由 ヶ 修学 い  

保証人連署 うえ休学願を学長 提出 許可を得 休学
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 学長 病気 他 理由 修学 適当 認 学生 対 休

学を命   

 

休学期間  

第 条 休学期間 特別 理由 あ 場合 を

限 休学期間 延長を認  

 休学期間 通算 を越え い  

 休学期間 修業 限及び在学期間 算入 い  

 

復学  

第 条 学生 休学期間満了 又 休学期間中 理由 消滅         

復学願を学長 提出 許可を得 復学  

   病気 を理由 復学願 師 診断書を添付   

い  

 

転学  

第 条 学生 他 大学 転学 う 保証人連署 うえ転学願を学  

長 提出 許可を い  

 

退学  

第 条 学生 病気 他や を得 い理由 退学 う 保証 

人連署 うえ退学願を学長 提出 許可を得 い  

 

除籍  

第 条 学長 各号い 該当 学生 対 除籍を  

 

授業料 納付を怠 督 納付 い  

学業を怠 成業 見込 い者 

在学期間を越え 者 

第 条第 項 定 休学期間を超え 復学 い者 

死亡又 長期 わ 行方 明 者 

 

再入学  

第 条 各号 掲 者 一学部 一学科 再入学 う 再   

入学願を学長 提出 他必要 学所定 手続を終え 許可を得

い  

第 条 規定 退学 者 

前条第( )号 規定 除籍さ 者 除籍 日 納
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授業料を納入 者 

前条第( )号 規定 除籍さ 者 

   前項 許可 教授会 選考を経 行う  

   再入学 出願 退学又 除籍 日 限 提出   

 

 

転入学  

第 条 他 大学 学 転入学 う 者 転入学願を学長 提出      

他必要 学所定 手続を終え 許可を い  

   前項 許可 教授会 選考を経 行う  

 

編入学  

第 条 学 編入学を う 者 対 前条第 項及び第 項 規定を  

準用  

 

転学科  

第 条 学 学生 一学部 他 学科 転学科を う 転学 

科願を学長 提出 許可を い  

 前項 許可 教授会 選考を経 行う  

 転学科 関 項 別 定  

 

既 修得 授業科目 扱い  

第 条 再入学 転入学 編入学又 転学科を許可さ 者 既 修得 授業科目  

単位数 修業 限並び 在学 数 い 別 定  

 

入学前 既修得単位等 認定等  

第 条 大学若 く 短期大学 外国 大学又 短期大学を含 項 い 

を卒業 若 く 中途退学 者又 大学若 く 短期大学

い 科目等履修生 あ 者 新 学 第 入学 場合

者 既 修得 授業科目 単位 い 教育 益 認

学 い 修得 認定  

 短期大学又 高等専門学校 専攻科 学修 他文部科学大臣 定

学修を行 者 新 学 第 入学 場合

当該学修 い 教育 益 認 学 授業科目

履修 単位を え  

 前 項 単位認定 礎教育科目 単位 合計 単位を限

を行う  
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休学中 外国 大学等 い 履修 授業科目 扱い  

第 条 学生 休学中 外国 大学又 短期大学 い 履修 授業科目 い 

教育 益 認 学 授業科目を履修 単位

修得を認定                                                     

 前項 規定 単位 認定 合計 単位を限 を行う  

準用規定  

第 条 第 条 入学手続 及び第 条 入学 消 規定 再入学  

転入学及び編入学 い 準用  

 

第 章 授業科目 単位数及び履修方法 

授業科目 分  

第 条 授業科目 う 分  

   教養教育科目 

   専門 礎教育科目 

    

専門教育科目 

キャ ア教育科目 

   関連科目 

   教職 関 科目 

 学科 授業科目及び単位数及び履修方法 別表 環境情報ビ ネ 学科

通  

 

教職 関 科目及び教職免許状   

第 条 教員 資格を得 う 学生 教育職員免許法 昭和 十四 法 第百 

四十七号 及び教育職員免許法施行規則 昭和 十九 文部省 第 十 号

定 教科 関 科目 教職 関 科目及び教科又 教

職 関 科目を履修 い  

 学 い 得 教育職員免許状 種類  

学  部 学  科 免許状 種類 免許教科 

 

 

環境情報 

ビ ネ 学部 

 

環境情報ビ ネ

学科 

教職 民科コ  

教職情報科コ  

教職商業科コ  

 

中学校教   

一種免許状 

社 会 

高等学校教   

一種免許状 

 民 

高等学校教  

 一種免許状 

情 報 

高等学校教   

一種免許状 

商 業 
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 教職 関 科目及び教科又 教職 関 科目 授業科目及び単位数 別

表 び別表  

 

履修 出  

第 条 学生 履修 う 授業科目 い 指定 期日 学部長  

出 認を得 い  

   学生 一 間 履修 卒業単位 卒業 要件 学 定   

学生 履修 単位をいう 合計 別 定 限

い  

   別 定 単位を優 成績を 修得 学生 他教授会 特 認

者 い 前項 定 限を超え 履修  

 

単位計算方法  

 第 条  単位 授業科目を 時間 学修を必要 容を 構成

を標準 授業 方法 応 当該授業 教育効果 授業時間外

必要 学修等を考慮 準 単位数を計算  

 講義及び演習 い 時間 時間 講義を 単位

 

 実験 実習及び実 い 時間 時間 実験 実習又

実 を 単位  

 

単位 授  

第 条 授業科目を履修 試験 合格 者 指定 単位を え  

 

所属学科 外 授業科目 履修  

第 条 学生 他 学科 授業科目を履修  

   前項 場合 い 他 学科 授業科目を履修 う 学部長   

出 認を得 い  

 

他 大学等 授業科目 履修等  

第 条 学長 教育 益 認 他 大学又 短期大学 協議      

学生 当該大学又 短期大学 授業科目を履修 を認

 

 学長 教育 益 認 短期大学若 く 高等専門学校 協

議 学生 当該短期大学若 く 高等専門学校 専攻科 学修

を行う 又 大学設置 準第 十九条第一項 規定 大学 単位を

え 学修 成 文部省告示第 十 号 第 号若 く
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第九号 規定 学修を行う を認  

 前 項 規定 履修 授業科目 い 修得 単位 い 教

授会 議 単位を限 卒業要件単位 認

 

 学生 第 項 規定 他 大学若 く 短期大学 授業科目を履修

う 又 前項 規定 短期大学若 く 高等専門学校 専攻科

学修を行 う 他大学等授業科目履修願を学長 提出

許可を い   

 

(成績) 

第 条 授業科目 試験 成績 Ｓ 種 評価を 表わ

Ｓ を合格  

 席過多 失格者 成績評価 Ｆ 験 /  

 

第 章 卒業及び学位 

卒業  

第 条 学 在学 別表 環境情報ビ ネ 学科 定 所定 授   

業科目を履修 及び 単位を修得 者 教授会 議を経 学長 卒 

業を認定  

 

学位  

第 条 学長 卒業を認定 者 対 学士 学位を授  

学部 学科 学位 称 

環境情報ビ ネ 学部 環境情報ビ ネ 学科 学士 環境情報ビ ネ  

 学位 関 項 別 定  

 

第 章 賞罰 

表彰  

第 条 学長 他 模範 学生を表彰  

懲戒  

第 条 学長 学則 他 諸規則を守 学生 分 行 あ 学 

生 対 教授会 議を経 懲戒を加え  

   前項 懲戒 種類 除籍 退学 停学及び訓告  

   前項 除籍及び退学 各号 一 該当 者 対 行う  

  性行 良 改善 見込 い者 

  当 理由 く出席常 い者 

  学 秩序を乱 他学生 分 著 く 者 
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第 章 研究生 科目等履修生 聴講生 特別聴講学生及び外国人留学生 

研究生  

第 条 学 い 特別 専門 項 い 研究 う 者 あ 学   

長 学部 教育研究 支 い場合 限 教授会 選考を経 研究生

入学を許可  

 研究生 入学 者 大学を卒業 者又 等

学力 あ 認 者  

 研究生 入学 う 者 入学検定料及び願書 研究 項 期間を

載 履歴書を添え 学長 提出 他必要 学所定 手続を終え

い  

 研究期間 特別 理由 あ 場合 期間を更新

 

 研究生 入学を許可さ 者 指定 期日 学所定 入学料及び

授業料を納付 い  

 研究生 入学を許可さ 者 前項 定 入学料等を納付 い

学長 入学 許可を 消  

 研究生 い 条 び別 定 ほ 学学生 関 規定

を準用  

 

科目等履修生  

第 条 学 い 一又 複数 授業科目を履修 単位を修得 う 者 

あ 学長 教授会 選考を経 科目等履修生 入学を許可

 

   科目等履修生 入学 う 者 願書 授業科目及び期間を掲載

履歴書 他学長 必要 認 書類を添え 学長 提出 他必要

学所定 手続を終え い  

   科目等履修生 入学を許可さ 者 指定 期日 学所定 入学

料及び授業料を納付 い  

 科目等履修生 い 条 び別 定 ほ 学学生 関

規定を準用  

 

聴講生  

第 条 学 い 一又 複数 授業科目を聴講 う 者 あ 学  

長 教授会 選考を経 聴講生 入学を許可  

 聴講生 関 項 い 別 定  

 

特別聴講学生  

第 条 学長 他 大学又 短期大学 外国 大学又 短期大学を含     



- 12 - 

協議 当該他 大学又 短期大学 学生 学 授業科目を履

修 う 者を 教授会 選考を経 特別聴講学生 入学を許可

 

 前項 特別聴講学生 入学検定料 入学料及び授業料 い 他 大学又

短期大学 間 協定 納入を要 い 認 者 い

徴  

 特別聴講学生 い 条 び別 定 ほ 学科目等履修

生 関 規定を準用  

 

外国人留学生  

第 条 外国人 学 い 教育を 目的を 入国 学 入学    

う 者 あ 学長 教授会 選考を経 外国人留学生

入学を許可  

 外国人留学生 入学 う 者 外国人留学生入学願書 履歴書

他学長 必要 認 書類を学長 提出 い  

 外国人留学生 学所定 入学検定料 入学料 授業料及び教育充実費を納付

い  

 外国人留学生 対 第 条 掲 授業科目 ほ 教育的配慮 日

語科目及び日 情 関 科目を置く  

   外国人留学生 い 条 び別 定 ほ 学学生 関

規定を準用  

 

第 章 入学検定料 入学料 授業料等 

入学検定料 入学料 授業料及び教育充実費  

第 条 入学検定料 入学料 授業料及び教育充実費  

入学検定料      ，  

入学料       ，  

授業料     ，  

教育充実費   ，  

  

授業料等 納入  

第 条 授業料等 別 指定 期日 納入 い  

 

再入学 場合 授業料等  

第 条 学期 中途 い 再入学 者 再入学 当該期 授業

料等を再入学 納入 い  

 

学 中途 卒業 場合 授業料等  
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第 条  学 中途 卒業 見込 者 卒業 見込 授業料等を  

納入 い  

  

退学及び除籍 場合 授業料等  

第 条  学期 中途 退学 う 者又 除籍さ 者 退学又 除籍 日   

属 学期 授業料等を納入 い  

  

休学 場合 授業料等  

第 条    休学期間 授業料 在籍料等 い 別 定  

 

入学料及び授業料 免除及び徴 猶予  

第 条  学長 別 定 あ ほ 特別 情 あ 認 者又 特 必要   

認 者 あ 場合 入学料及び授業料等 全部 く  一部を免除

又 徴 を猶予  

  入学料及び授業料等 免除及び徴 猶予 関 必要 項 別 定  

 

研究生 科目等履修生 聴講生 特別聴講学生 検定料 教職課程料等  

第 条  研究生 科目等履修生 聴講生 特別聴講学生 検定料 入学料 授業料等 

他 費用 い 別 定  

 

入学検定料等 還付  

第 条 納入さ 入学検定料 入学料及び授業料等 他 費用 別    

定 場合を除 還付 い  

 

第 章  開講  

開講  

第 条  社会人 教養を高 文化 向 資 学 開講 を開設  

 

  開講 関 項 別 定  

 

第 章 研究及び共 研究 

研究  

第 条 学 学術研究 進展 寄 研究を行う  

   研究 関 項 別 定  

共 研究  

第 条 学 学術研究 進展 寄 企業等外部 機関 共 研究を行

う  

 企業等外部 機関 派遣さ 学 い 共 研究 従 う 者
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あ 学長 共 研究員 研究 許可を  

 前各項 定 ほ 共 研究 関 項 別 定  

 

第 章 補則 

 補則  

第 条 学則を実施 必要 項 学長 定  

 

附則 

 学則 成 日 施行  

 学則第 条第 項 規定 わ 別 容定員 読 替

え  

学部 学科 成 12 

 

成 13

 

成 14

 

成 15

 

環境情報 

ビ ネ 学部 

環境情報 

ビ ネ 学科 

190 人 380 人 590 人 800 人 

合計 190 人 380 人 590 人 800 人 

附則 学則 成 日 施行  

但 第 条 教育職員免許状 関 成 入学生 適用  

附則 学則 成 日 施行  

附則 学則 成 日 施行  

附則  学則 成 4 1 日 施行  

   学則第 3 条第 2 項 規定 わ 別 容定員 読

替え  

学部 学科 成 16

 

成 17

 

成 18

 

成 19

 

 

環境情報 

ビ ネ 学部 

 

環境情報 

ビ ネ 学科 

 

800 人 

 

800 人 

 

800 人 

 

800 人 

人間環境 

ネ メント学科 

 

100 人 

 

200 人 

 

300 人 

 

400 人 

合計 900 人 1000 人 1100 人 1200 人 

附則 学則 成 日 施行  

附則 学則 成 日 施行  

附則 学則 成 日 施行  

附則  学則 成 日 施行  

  経過措置  

 成 「0 」 」1 日 在学 者 授業料等 改 各規定

わ 従前 例  
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     成 「0 降 再入学 転入学又 編入学を 者 編入

学者等 いう 授業料等 当該者 属 在学者

例  

    改 学則 新学則 いう 別表第 及び 規定 成 「0

降 入学者 編入学者等を除く 適用 成 「0 」 」1 日

在学者 い 従前 例     

 成 「0 降 編入学者等 い 新学則別表第 1 及び 規定

わ 当該者 属 在学者 例  

附則 

学則 成 21 4 1 日 施行  

学則第 条 規定 わ 各 容定員  

学部 学科 成 21

 

成 22

 

成 23

 

成 24

 

環境情報

ビ ネ

学部 

環境情報ビ ネ

学科 

830 人 860 人 890 人 920 人 

人間環境 ネ

メント学科 

300 人 200 人 100 人 0 人 

計 1130 人 1060 人 990 人 920 人 

経過措置  

 改 学則( 新学則 いう )別表 規定 成 21 降 入学

者(編入学者を除く ) 適用 成 21 3 31 日 在学者 い

従前 例  

 成 21 降 編入学者等 い 新学則別表第 1 規定 わ

当該者 属 在学者 例  

附則 

 学則 成 22 4 1 日 施行  

 但 別表 規定 成 22 降 入学者 編入学者を除く 適用

成 22 3 31 日 在学者 い 従前 例  

附則 

 改 学則 新学則 いう 別表 規定 成 24 降 入学

者 編入学者等を除く 適用 成 24 3 31 日 在学者 い

従前 例  

 成 24 降 編入学者等 い 新学則別表 規定 わ 当

該者 属 在学者 例  

附則 

 学則 成 25 4 1 日 施行  

学則第 条 規定 わ 各 容定員  
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学部 学科 成 25 

 

成 26 

 

成 27 

 

成 28 

 

環境情報

ビ ネ

学部 

環境情報 

ビ ネ  

学科 

890 人 

 

860 人 

 

830 人 

 

800 人 

 

 

附則 

 ．改定 学則( 新学則 いう )及び別表 1 規定 成 26 降 入学

者(編入学等を除く ) 適用 成 26 3 31 日 在学生 い 従

前 例  

 ． 成 26 降 編入学者等 い 新学則別表 1 規定 わ 当該

者 属 在学者 例  

 

附則 

 ．改定 学則( 新学則 いう )及び別表 1 規定 成 27 降 入学

者(編入学等を除く ) 適用 成 27 3 31 日 在学生 い 従

前 例  

 ． 成 27 降 編入学者等 い 新学則別表 1 規定 わ 当該

者 属 在学者 例  

 



別表１　環境情報ビ ネ 学科　授業科目  
＜教養教育科目＞

道徳と宗教 1 2
心理学 1 2
日本史 1 2
地理学 1 2
文学 1 2
倫理学 1 2
外国史 1 2
経済学 1 2
日本国憲法 1 2
社会学 1 2
文化人類学 1 2
政治学 1 2
地理情報学 1 2
地球科学 1 2
物理学 1 2
生物学 1 2
数学 1 2
統計学 1 2
化学 1 2
フ ー ドワー 技法 1 2
健康と ー 1 1
健康と ー 1 1
健康と運動 科学 1 2

ン ュコ ュニ ー ョン 1 2
ン ュコ ュニ ー ョン 1 2

中国語会話 1 1
中国語会話 1 1
基礎日本語 1 1
基礎日本語 1 1
オー ン ュ 1 1
オー ン ュ 1 1
基礎英文法 1 1
基礎英文法 1 1
多形態コ ュニ ー ョン 1 2
TOEI（ 2 1
TOEI（ 2 1
中国語会話 2 1
中国語会話 2 1
基礎日本語 2 1
基礎日本語 2 1
ビ ネ 英語 3 1
ビ ネ 英語 3 1
情報 テ ー 文書情報 1 2
情報 テ ー 数値情報 1 2
情報表現法 1 2
異文化コ ュニ ー ョン 1 2
福祉と環境 1 2
心理学基礎演習 2 2
社会心理学 2 2
人間関係論 2 2
経済社会開発論 3･4 2
臨床心理学 3･4 2

ビ ネ 基礎 経営学総論 1 2
基礎簿記 1 2

ー テ ン 1 2
経営管理 1 2
民法 1 2
法学総論 1 2
経営組織 1 2
経営戦略 1 2

専門基礎演習 ビ ネ 能力検定 1 2
ビ ネ 能力検定 1 2

必修2単位を含む
10単位以上

＜専門基礎教育科目＞

授業科目 名称 配当年次
単位数又 時間数

卒業
要件必修 選択

選択必
修

保健体育

コ ュニ ー ョン

必修4単位を含む
8単位以上

言語8単位以上を含む
12単位以上修得

計26単位以上

人文科学 2単位以上

社会科学 2単位以上

自然科学 2単位以上

授業科目 名称 配当年次
単位数又 時間数

卒業要件
必修 選択 選択必修



＜専門科目＞

　 共通 環境情報ビ ネ 概論 1 2 ２単位
ン ン プ 3 盤
ン ン プ 3 盤
ン ン プ 3 盤

海外 ン ン プ 3 2 選択必修
海外 ン ン プ 3 盤 ン ン プ
海外 ン ン プ 3 盤 海外 ン ン プ
地域ビ ネ 論 3 2 地域ビ ネ 論
地域ビ ネ 論 3 2
地域ビ ネ 論 3 2 盤単位以上
地域ビ ネ 論 3 2
地域ビ ネ 論 3 2
ビ ネ プ フ ョン概論 1 2
ビ ネ 法 1 2
商法 2 2
財務会計論 2 2

査論 2 2
人的資源管理論 2 2
国際貿易論 2 2
行政法 2 2
管理会計論 2 2
消費者行動論 2 2
会社法 2 2
租税法 2 2
現代雇用法 2 2
地域産業論 2 2
国際社会論 2 2
原価計算論 3･4 2
国際金融論 3･4 2
財務分析論 3･4 2
国際会計論 3･4 2
国際 ン 論 3･4 2
地域産業論 3･4 2
産業心理学 3･4 2
証券論 3･4 2
環境会計論 3･4 2
比較会計論 3･4 2
経営分析論 3･4 2
ネ ワ 流通論 3･4 2
地域産業論 3･4 2
情報 ュ ョン概論 1 2
情報 概論(ハ ) 1 2
情報 概論( フ ） 1 2

ュ ョン論 1 2
情報倫理 1 2
プ ン 基礎 1 2
プ ン 応用 1 2

ュ ョン論 1 2
ュ ョン演習 1 2

2 2
応用 2 2

プ 言語基礎 2 2
プ 言語応用 2 2

2 2
応用 2 2

情報ネ ワ 基礎 2 2
情報ネ ワ 応用 2 2
2次元画像情報処理 2 2
3次元画像情報処理 2 2
情報 設計 2 2
情報 ュ 2 2
知識情報処理 3･4 2
知識情報処理応用 3･4 2
経営情報 3･4 2

構成論 3･4 2
CG演習 3･4 2

論 3･4 2
道 論 3･4 2

ビ ネ
ン

プ

ビ ネ
プ フ ョン

７２単位以上修得

情報
ュ ョン

授業科目 名称
配当
年次

単位数又 時間数
卒業要件

必修 選択 選択必修



授業科目 名称
配当
年次

単位数又 時間数
卒業要件

必修 選択 選択必修

環境ビ ネ 概論 1 2
端技術概論 1 2

人間環境と自然 1 2
環境倫理 1 2
環境と フ 1 2
環境経済学 1 2
生態学概論 1 2
環境情報論 2 2
環境社会基 論 2 2
環境管理論 2 2
森林生態学 2 2
環境政策論 2 2
水循環論 2 2
景観論 2 2
地球環境と国際環境政策 2 2
都市計画論 2 2

ュ 計画論 2 2
環境心理学 2 2
環境保全論 3･4 2
環境 ン 論 3･4 2
地域環境認知論 3･4 2
環境 Ｇ ／ 論 3･4 2
環境技術ビ ネ 論 3･4 2
環境行動論 3･4 2
大気循環論 3･4 2
交通政策論 3･4 2

ネ 政策立案論 3･4 2
都市環境と防災 3･4 2
まちづくり論 3･4 2
循環型社会論 3･4 2

ビ ネ 概論 1 2
経営学 1 2
社会学 1 2

心理学研究法 1 2
専門 実習 (球技) 2 1
専門 実習 (球技) 2 1
専門 実習 (フ ネ ) 2 1
専門 実習 (フ ネ ) 2 1
専門 実習( ン ） 2 1
専門 実習( ョン) 2 1
観 ビ ネ 論 2 2

心理学 2 2
発 心理学 2 2
心理学基礎実験法 2 2
観 ン 論 2 2

ン ン 概論 2 2
心理学基礎実験 2 2

指導論 3 2
ン 論 3 2

ビ ネ 論 3 2
心理学研究演習 3 2

ン 論 3 2
発育発 論 3 2

論 3 2
行動心理学 3 2

医学 3 2
指導実習 4 1

環境ビ ネ

ビ ネ



＜ ャ 教育科目＞

ャ ン 1 2
ャ ン 1 2

簿記演習(基礎） 1･2･3･4 2
簿記演習(上級) 1･2･3･4 2
情報処理基本演習(基礎) 1･2･3･4 2
情報処理基本演習(発展) 1･2･3･4 2
海外語学研修 1･2･3･4 2
大気公害防止 1･2･3･4 2
気象予報 1･2･3･4 2

ャ ン Ｉ 2 2
ャ ン 2 2
ン ン プ(導入) 2･3･4 2

教育原理 1 2
教育原理 1 2
教師論 2 2
教育心理学 2 2
教育心理学 2 2

徳教育 研究 2 2
特別活動研究 2 2
職業指導 2 2
教育行政学 3･4 2
教育課程論 3･4 2
情報科教育法 3･4 2
情報科教育法 3･4 2
社会科教育法 3･4 2
社会科教育法 3･4 2
社会科 公民科教育法 3･4 2
社会科 公民科教育法 3･4 2
商業科教育法 3･4 2
商業科教育法 3･4 2
教育方法論 3･4 2
生徒指導論 3･4 2
教育相談 3･4 2
情報と職業 3･4 2
事前 事後指導 4 1
中学校教育実習 4 2
中学校教育実習 4 2
高等学校教育実習 4 2
教職実践演習 4 2

＜ ＞

教養 1 2
教養 1 2
教養 2 2
教養 2 2
専門 3 2
専門 3 2
専門 4 2
専門 4 2

選択必修

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

関連科目
必修4単位を含む
10単位以内を

専門科目に算入

教職専門科目

授業科目 名称
配当
年次

単位数又 時間数
卒業要件

必修 選択

授業科目 名称
配当
年次

単位数又 時間数
卒業要件

必修 選択 選択必修



卒業 必要 単位数

教養教育科目 合計 単位以上

人文科学 社会科学 自然科学 各 単位以上

コ ュ ョン 必修科目4単位を含む言語 単位 合計 単位以上取得

保健体育

専門基礎 単位以上 必修 単位を含む

ビ ネ 基礎

専門基礎演習

専門及び関連科目 単位以上

共通 単位

ビ ネ ト ン プ ラ 単位以上を選択必修

インタ ン プ ～ 各 単位

海外インタ ン プ ～ ： 単位 ･ ：各 単位

地域ビ ネ 論 ～Ⅴ 各 単位

ビ ネ プ フェ ョン

情報コ ュ ョン

環境ビ ネ

ポ ビ ネ

関連科目 必修4単位を含む 単位以内

ゼ 単位

教職に関 科目 卒業要件に算入さ

合計 4単位以上修得


